
飯豊町奨学資金の貸与を希望される方へ 
 

奨学資金の貸与を希望される方は、「飯豊町奨学資金貸与の概要」をご覧のうえ、飯豊町奨学

生願書に必要書類を添付して、下記により申請して下さい。 

 

記 

 
１. 申請に必要となる書類 

（１）飯豊町奨学生願書（様式第１号） 

連帯保証人２名のうち１名（保護者以外）は、独立して生計を営む成年者です。貸

与が決定した際に印鑑登録証明書を提出していただきますので、申請書提出時にあら

かじめ内諾を得てください。 

（２）奨学生副申書（様式第４号） 

最終卒業（予定）または修了（予定）の学校長の発行したものです。 

学校への発行依頼の際は、別紙「飯豊町奨学資金貸与申請に係る副申書交付のお願

い」に記名押印の上、最終卒業（予定）または修了（予定）の学校へ提出してくださ

い。 

※令和６年３月１日現在で在籍する学校がない場合は、医療機関が発行する健康診断

書の提出をもって代えることができます。 

（３）合格通知書の写し 

学校等に入学予定の方は、入学予定の学校等の合格通知書の写しを添付してくださ

い。 

（認定された場合、通知書を送付しますので、入学後速やかに、令和６年４月１日以降

に発行された在学証明書を提出していただきます。） 

（４）成績証明書 

最終卒業（予定）または修了（予定）の学校長の発行したものです。開封されたも

のは無効となりますのでご注意ください。 

（５）保護者の令和５年度町税納税証明書（または町民税非課税証明書） 

飯豊町役場税務会計課で発行する保護者（両親）の町税納税証明書（または町民税

非課税証明書）を提出してください。交付手数料として１通４００円が必要です。 

（６）同意書 

保護者世帯全員の所得及び町税等の納付状況について閲覧・調査することに同意い

ただくものです。 

 

２. 申請受付 

令和６年２月１日（木）から令和６年３月１８日（月）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

 

３. 提出・問合せ先 

〒９９９－０６９６ 山形県西置賜郡飯豊町大字椿２８８８番地 

飯豊町教育委員会 教育総務課 学校教育振興室 

℡（０２３８）８７－０５１９ 



飯豊町奨学資金貸与の概要 

 

 

飯豊町では、心身ともに健康にして優秀な学生・生徒で、経済的な理由で修学が困難な方

に対し奨学資金を貸与しています。 

 

 

１ 貸与の範囲及び限度額 

飯豊町に住所をおく世帯（所得要件を満たすものに限る。）に属し、学校教育法に定め

る次の学校等に在学または在学見込みの学生・生徒が対象となります。学校等の種類に

応じ、次の月額及び入学一時金を限度に貸与します。 

（１）高等学校またはこれに準ずる学校 

月額２０，０００円・入学一時金１００，０００円 

（２）短期大学またはこれに準ずる学校 

    月額２５，０００円・入学一時金３００，０００円 

（３）大学またはこれに準ずる学校 

    月額３０，０００円・入学一時金３００，０００円 

（４）特別な研究修学を行う学校で、町長が特に認める場合 

    月額５０，０００円・入学一時金１，０００，０００円 

 

２ 貸与の決定 

学校等に在学または在学見込みの貸与希望者から奨学生願書が提出されると、奨学審

議会が開催され、その答申により町長が貸与者と貸与額を決定します。 

貸与が決定された方にはその旨文書で通知し、奨学生並びに連帯保証人２名（うち１

名は保護者）の連署による誓約書を提出していただきます。 

 

３ 貸与 

貸与が決定された方（奨学生）には、学校等に在学のあいだ、奨学資金を年４回（４

月・８月・１１月・２月）に分けて、３か月分ずつまとめて貸与します。 

貸与の方法は、届出のあった奨学生本人名義の口座への振込となります。 

 

４ 償還 

貸与期間が終了すると、奨学資金借用書と償還計画書を提出していただきます。償還

は卒業後１年据え置き、２年目から１０年以内の均等償還になります。 

なお、進学等により上位学校に進学する場合は、その在学期間に応じ償還を延期する

ことができます。 



５ 手続きの流れ 

 

時 期 貸与希望者（奨学生） 町 

入学前

または

在学中 

１月 
 町広報紙・ホームページで 

新規貸与希望者を募集 

２～３月 
奨学生願書の提出  

在学中 

４月中旬まで 
在学証明書の提出 奨学審議会の開催・貸与の決定 

決定通知書の送付 

４月下旬まで 
誓約書の提出 

奨学金振込口座の報告 

 

４月末 

 

 

奨学金の貸与 

 

【貸与金の振込】 

４月・８月・１１月・２月の 

年４回、３か月分ずつ指定の 

口座へ振込 

毎年４月中旬 

まで 

在学証明書の提出（年１回） 在学証明書の提出依頼 

奨学生の在学確認 

奨学生の属する世帯の住所確認 

卒業年度 

３月 

  

卒業後 

卒業後１年目 

４月中旬まで 

奨学資金借用書の提出 

償還計画書の提出 

奨学資金借用書及び償還計画書

の提出依頼 

卒業後 

２年目以降 

毎年８月末まで 

 

 

償還 

（１０年以内の均等償還） 

 

 

償還通知書及び納付書の送付 

償還（入金）の確認 

 

６ 返還の延期、減免 

奨学生本人の死亡、疾病、障害、災害、不慮の事故等によって返還が困難となった場

合は、当該理由が発生してから１ケ月以内に、奨学生本人または連帯保証人が返還の延

期もしくは免除を申請することができます。この申請が町奨学審議会に諮問され、その

答申によって返還の延期もしくは免除が決定されます。 

貸 与 終 了 

貸 与 開 始 

償 還 開 始 
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